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北
秋
田
市
の
個
人
情
報
保
護
制
度

　

市
は
、
市
民
の
皆
様
の
個
人
情
報
を
保
護
す
る

た
め
に
「
北
秋
田
市
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
制

定
し
、
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
に
努
め
て
い
ま

す
。
個
人
情
報
保
護
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
り
ま
す

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
り
ま
す

　

現
在
の
高
度
情
報
化
社
会
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
情
報

通
信
技
術
が
急
速
に
発
達
し
、

大
き
な
利
便
性
を
も
た
ら
し
た

一
方
で
、
個
人
情
報
の
不
適
切

な
取
り
扱
い
に
よ
っ
て
大
量
の

個
人
情
報
が
漏
え
い
す
る
な
ど

の
深
刻
な
問
題
が
生
じ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
国

は
、
平
成
15
年
5
月
に
「
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」

や
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個

人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
」
な
ど
を
制
定
し
、
民
間
企

業
な
ど
の
民
間
部
門
、
行
政
機

関
な
ど
の
公
的
部
門
の
両
方
に

適
用
さ
れ
る
、
個
人
情
報
保
護

法
制
を
整
え
、
平
成
17
年
4
月

に
全
面
施
行
し
て
い
ま
す
。

　

市
は
、
平
成
17
年
3
月
22
日

の
合
併
施
行
日
に
「
北
秋
田
市

個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
制
定

し
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
り

扱
い
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護

に
努
め
て
い
ま
す
。

　

個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ

て
、
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
、

又
は
識
別
さ
れ
得
る
も
の
で
、

文
書
、
図
画
、
写
真
、
ス
ラ
イ

ド
、
磁
気
テ
ー
プ
等
に
記
録
さ

れ
た
も
の
な
ど
を
い
い
ま
す
。

　

市
が
個
人
情
報
を
収
集
す
る

と
き
は
、
目
的
を
明
確
に
し
、

そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

必
要
な
範
囲
内
で
、
本
人
か
ら

収
集
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て

い
ま
す
。

　

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
業
務

に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

そ
の
業
務
の
目
的
や
対
象
と
な

る
個
人
の
範
囲
、
記
録
す
る
個

人
情
報
の
項
目
な
ど
を
登
録
し

ま
す
。

　

個
人
情
報
取
扱
業
務
と
し
て

登
録
さ
れ
た
個
人
情
報
は
、
目

的
の
範
囲
を
超
え
て
他
の
業
務

に
利
用
し
た
り
、
市
以
外
の
機

関
に
提
供
（
外
部
提
供
）
す
る

こ
と
は
、
原
則
と
し
て
禁
止
し

て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
本
人
の
同
意
が
あ

る
場
合
や
法
令
等
に
定
め
が
あ

る
場
合
な
ど
目
的
外
利
用
や
外

部
提
供
を
認
め
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

市
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情

報
に
つ
い
て
、
本
人
が
開
示
等

の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

た
だ
し
、
開
示
し
な
い
こ
と

に
つ
い
て
法
令
等
に
定
め
の
あ

る
場
合
な
ど
に
は
、
請
求
に
応

じ
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

市
と
市
以
外
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
と
を
通
信
回
線
等
に
よ
り
結

合
す
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て

禁
止
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
結
合
す
る
こ
と
が

公
益
や
福
祉
の
向
上
の
た
め
に

特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

個
人
情
報
保
護
審
議
会
の
意
見

を
聴
い
た
上
で
行
い
ま
す
。

　

個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
、

改
ざ
ん
及
び
損
傷
の
防
止
等
、

個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た

め
に
必
要
な
要
綱
を
定
め
、
個

人
情
報
の
保
護
を
最
優
先
と
し

た
各
種
情
報
の
保
護
に
つ
い
て

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
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個
人
情
報
と
は

個
人
情
報
の
収
集

個
人
情
報
の
利
用

自
己
情
報
の
開
示
等
請
求

個
人
情
報
の
電
算
処
理

個
人
情
報
の
適
正
管
理

お
問
い
合
わ
せ
は

個
人
情
報
取
扱
業
務
の
登
録

　個人情報の取り扱いについて調査審議する「北秋田市個人情報

保護審議会委員（情報公開審査会委員兼務）」の辞令交付が7月1日

に行われ、会長に小塚邦雄氏を互選しました。

　写真右より、鈴木誠一氏（会長職務代理者・合川）、小塚会長

（鷹巣）、櫻庭弘子氏（森吉）、蒲芳氏（阿仁）、河田弘美氏（鷹巣）
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